
令和７年７月２日（水）

１．中央広域環境施設組合周辺地域活性化交付金について ２．周辺対策事業について

（１）交付主体　　　中央広域環境施設組合 （１）実施主体　　　阿波市

（２）交付期間　　　令和９年度まで （２）実施事業　　　道路改良、集会所整備、公園整備など

（３）交付対象　　　中央広域環境センターから半径1.5km以内で要綱の別表に掲げる自治会 （３）実施区域　　　土成町：中央広域環境センターから半径1.5km区域

（４）交付金額　　　１自治会あたり４万円＋５００円✕世帯数（毎年４月１日現在） 　　　　　　　　　　吉野町：吉野町全域

（４）事 業 費 　　　令和１０年３月までの２年８ケ月間の延長利用について３億円

中央広域環境センターでのごみ処理に伴う説明会（第２回分野別）資料

中央広域環境施設組合周辺地域活性化交付金交付要綱（抜粋）

（趣旨）

第１条 この告示は、中央広域環境センター（以下「環境センター」という。）の周辺地域

と連携し、地域活動の促進と地域の活性化を図るため、管理者が交付する中央広域環境施

設組合周辺地域活性化交付金（以下「交付金」という。）の交付に関し必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条 この告示において「自治会」とは、阿波市において認められた一定の区域内の住民

によって地縁等に基づき形成された地域的団体をいう。

（交付金の交付対象）

第３条 交付金は、環境センターから半径１．５キロメートル以内の別表に掲げる自治会に

交付するものとする。

２ 前項に規定する交付金の対象となる経費は、自治会の活動及び運営に資するための経費

とし、次に掲げる事業に使用するものとする。

⑴ 地域の活性化及び良好な地域社会の維持に関する事業

⑵ 環境の保全に関する事業

⑶ その他管理者が必要と認める事業

（交付金の額）

第４条 交付金の額は、毎年度予算の範囲内において自治会ごとに次に掲げる額を合計した

額を上限額とする。

⑴ ４万円

⑵ 交付を受ける自治会に加入する毎年４月１日現在の世帯数に５００円を乗じて得た額
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